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１０：３０ 予算編成方針について 千代松市長 

１０：５０ 予算編成要領について 行財政管理課長 

１１：１０ 予算編成事務手続きについて 行財政管理課担当 

１１：４０ 質疑応答 

    １１：５０  その他 



泉佐野市訓達第１号 

令和 7 年 10 月 3 日 

庁 中 一 般 

泉佐野市長 千代松 大耕 

 令和 8 年度予算編成方針について 

内閣府が発表した 9 月の月例経済報告では、「景気は、米国の通商政策による影

響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。」とあり、先行

きについては、「雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支える

ことが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が

必要である。」としており、加えて「物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等

を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなって

いる。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。」と指

摘している。 

また、令和 7 年 6 月 13 日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針 2025」

では、「新しい資本主義」の実現に向けた取組によって、5％を上回る賃上げが 2

年連続実現したとしており、今後、国民がふるさとへの思いを高めることができる

「新しい日本・楽しい日本」を実現するため、2029 年度までの５年間で、日本経

済全体として年１％程度の実質賃金上昇を定着させる努力を続けるほか、「若者や

女性にも選ばれる地方」を実現する取組を進めることで、日本全体の活力を取り戻

すとしている。 

そして、持続可能な地方行財政基盤の強化については、地方公共団体が行う公共

事業や施設管理、サービス等における価格転嫁の推進等や、地域を支える老朽イン

フラの適切な管理、地域医療提供体制の確保等のための取組を進めるとともに、地

方の一般財源の総額を確保して、地域における賃上げを起点とした成長型経済の実

現を支える地方行財政基盤の持続性を確保・強化するとしている。

これらを踏まえ、令和 8 年度においては、国の経済財政運営の動向に注視して情

報収集に努め、臨機応変に対応していく必要がある。 

本市においては、令和元年 12 月に策定した令和 2 年度から令和 6 年度までを期

間とする「中期財政運営方針」に基づき、事務事業の継続した見直しなどによる歳

出削減と、ふるさと応援寄附金の推進などの歳入確保に努めたことにより、「中期

財政運営方針」最終年度となった令和 6 年度も前年度に引き続き黒字決算となり、

財政健全化判断比率においても、実質公債費比率及び将来負担比率ともに、早期健

全化基準を下回るものとなった。 

しかし、普通会計決算の経常収支比率は 103.0％と、前年度の 104.3％から 1.3

ポイント改善となったものの、依然 100％を上回っており、経常的な支出を経常的

な収入で賄っていけないという財政が硬直化している状況は変わっていない。 
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また、今後においても地方債残高を多く抱え、高水準の公債費負担が続くことに

変わりはない中で、ふるさと納税の制度改正による影響、地方交付税制度の改正、

社会保障費や人件費の増加など不確定な要素も多いことから、義務的経費の割合が

一段と高まる見込みであり、更なる財政の硬直化を招くことが予想される。 

一方、物価高を始めとする社会経済情勢等の変化に対応するとともに、第 5 次泉

佐野市総合計画を限られた予算の中で計画的に推進していくことが求められてお

り、資源価格、原材料価格及び人件費の上昇に伴い、今後計画している小学校給食

自校方式の整備、庁舎周辺整備、ごみ焼却施設の整備その他老朽化等対策に対する

将来負担の増加が見込まれる。 

こうしたことを踏まえ、令和 8 年度当初予算編成の基本的な方針として、支出の

抑制と効率的な行政運営、並びに収入の確保を念頭に置き、要求にあたっては、経

常経費の令和 8 年度予算要求総額（一般財源ベース）は、人件費等の高騰影響分を

除き、基本的には令和 7 年度予算額の範囲内での要求とする。なお、課別での要求

額が超える場合は、部内で調整するよう努める。 

また、物価上昇等の経済動向や社会情勢の変化を的確に捉え、多様化するニーズ

における課題に対して機動的に取り組むとともに、広域連携の推進や民間委託の拡

充などによる効率的な事業についても、スクラップ・アンド・ビルドを基本として

既存事業の見直しを行い、トータルとして新たな財政負担が生じないよう努める。 

ただし、デジタル化などの行財政改革の取り組みについては、積極的に推進する

ものとし、効果額の範囲内で計上し、総合計画・施政方針に位置付けられる事業、

まち・ひと・しごと創生総合戦略に沿った地域活性化に直接寄与する事業及び地域

ポイント「さのぽ」カードを活用する事業については、別途協議とする。 

なお、投資的事業については、国・府補助金等の財源確保に最大限努め、基本的

に継続事業に限るものとする。 

歳入については、根幹をなす市税収入の確保はもちろんのこと、各種保険料、使

用料等の債権について、収入未済額縮減に努め、より一層の取り組みを強化し、併

せて遊休財産の積極的な売却やネーミングライツ等の税外収入の確保に加え、新た

な財源の創出に努めるものとし、遺漏なく予算計上を行うこととする。 

一方、国の物価高による経済対策の動向やふるさと納税の制度改正の影響など

不確定要素もあることから、地方財政対策や決算見込みの結果如何によっては、

大幅に組み換えることも視野に入れるものとする。 

最後に、令和 6 年 12 月に更新した「中期財政運営方針」の内容を踏まえる

ほか、議会評価、監査委員の指摘事項に配慮するとともに、市単独事業はも

とより、原則全事業について効果検証を行い、真に必要な事業や市民サービ

スの向上につなげる事業については、前年度予算一般財源額の範囲内で積極

的に取り組むこととし、限られた財源を効率的・効果的に活用できるよう、

職員一人ひとりがコスト認識を強く持って、市民ニーズを的確に反映した上

で、一層の選択と集中を図り、予算を編成することを要請するものである。
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泉 佐 市 行 第 ９ １ ７ 号 

令 和 ７ 年 １ ０ 月 ３ 日 

各 部 長（理 事） 様 

政策監（兼）市長公室長 

河 野  陽 一 

令和８年度予算編成について(通知) 

令和８年度予算編成については、別紙予算編成方針及び編成要領により行う 

ことにするので充分了知のうえ、諸般の事務をすすめられるように通知します。 
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令和8年度予算編成要領 

１.一般的事項

令和8年度の予算編成においては、令和6年度普通会計決算の経常収支比率は

103.0％と、前年度の104.3％から1.3ポイント改善となったが、依然100％を上

回っており、経常的な支出を経常的な収入で賄っていけないという財政が硬直

化している状況は変わっていない。また、長引く物価高や人件費の上昇に伴い、

今後計画している小学校給食自校方式の整備、庁舎周辺整備、ごみ焼却施設の

整備などの老朽化等対策に対する将来負担の増加が見込まれるとともに、公債

費負担の高い状況が続くことから、「中期財政運営方針」に示した事項に取り組

むことで、必要な施策を実施しながら持続可能な財政運営を進めなければなら

ない。 
こうしたことから、引き続き厳しい財政状況を職員一人ひとりが再認識し、

全ての事業について改めて費用対効果及び必要性の検証を行い、限られた財源

を効率的・効果的に配分し、市民ニーズを的確に反映した上で、選択と集中を

図り、予算編成を行う必要がある。 

(1) 積算においては、令和 6 年度の決算分析に基づき、歳入歳出結果を十分に

精査したうえで、令和 7 年度の執行状況を見極めるとともに、必要最小限

の経費を予算計上すること。

(2）予算は、的確な見通しによる年間を通じたすべての歳入歳出を要求するこ

と。従って、補正予算については、国・府の制度改正や災害発生等必要や

むを得ないものを除き、原則行わないこととする。

(3) 要求にあたっては、経常経費の一般財源ベースで、人件費等の高騰影響分

を除き、基本的には前年度予算額内での要求とする。ただし、課別での要

求が目標額を超える場合は、必ず部内調整を行い、部内の目標額合計の範

囲内に収めるよう努めるものとする。なお、別添の「経常経費調書兼理事

者査定資料（部内総括表）」を作成の上、政策監決裁後、提出することとす

る。

(4) 編成作業においては、資源価格、原材料価格及び人件費の上昇に伴い、各

種費用が高騰傾向になることが強く懸念されるが、経済動向や社会情勢の

変化を的確に捉え、多様化するニーズにおける課題に対して機動的に取り

組むとともに、広域連携の推進や民間委託の拡充などによる効率的な事業

についても、スクラップ・アンド・ビルドを基本として既存事業の見直し

を行い、トータルとして新たな財政負担が生じないよう努めるものとする。

ただし、デジタル化などの行財政改革の取り組みについては、積極的に推

進するものとし、効果額の範囲内で予算計上するものとする。

２.歳入に関する事項

収入については、あらゆる情報から正確にその財源を捕捉することはもとよ
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り、国・府の情勢を常に把握し、各市の状況とも比較しながら、その確保に 

努めること。また、受益と負担の公平性の観点から、各事業の財源内容やコス 

トに留意すること。更に、遊休財産の処分の促進、施設利用率の向上、使用料 

等の収納率の改善など積極的かつ具体的な増収対策を検討すること。 

なお、前年度に比べて大幅な増減が見込まれる場合は、事前に行財政管理課 

と協議すること。 
 

(1) 市税については、制度改正等に留意し、的確な見通しを立てるとともに、

負担の公平性の観点から、引き続き滞納整理に取り組み、徴収率の向上に

努めるものとし、当該見込額も含めて予算計上すること。 

(2) 国庫支出金及び府支出金については、国・府の予算編成の動向や制度改正

の内容を的確に把握するとともに、積極的な獲得に努めること。また、制

度変更等が不確定なものについては、現行制度による要求とするが、要求

書提出後であっても情報内容によって修正の必要がある場合は行財政管理

課と協議すること。 

(3) 使用料及び手数料並びにこれらに準ずる収入については、現行の単価に基

づき要求すること。また、公平性の観点から、各種債権について、一層の

取り組みを強化し歳入確保に努め、滞納が生じているものは、その整理に

努めること。 

(4) その他の収入についても、過去の収入実績等を勘案し、的確に見積もると

ともに、遊休財産等の売却をはじめ、適正な実費負担、有料広告料等の税

外収入の更なる確保など創意工夫による積極的な財源の創出に努めるもの

とし、遺漏なく予算計上を行うこととする。  
 

３.歳出に関する事項 

経常経費の要求にあたっては、予算編成方針の基本的考え方を念頭におき、 

財政が依然硬直化している状況も踏まえ、ゼロベースの視点で検証し、事業の 

優先順位を決め、限られた財源の中で真に必要な事業に重点配分すること。 
 

(1) 経常経費 

ア 人件費については、令和 2 年度から施行された会計年度任用職員につい

ては、配置人数や従事時間数について改めて検証し、更なる適正化を図

ること。また、時間外勤務手当については、働き方改革による観点から

その抑制に努めること。なお、要求にあたっては審議会等の委員報酬も

含めて、条例・規則に基づいた報酬単価により算出すること。 

イ 扶助費については、基本的に現行制度によりその所要額を算定すること

とするが、制度改正が見込まれるものについては、改正内容を十分把握

した上で的確な所要額を計上するものとする。なお、国・府の補助事業

であっても給付の適正化に一層取り組むとともに、単に伸びを見込むの
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ではなく、対象人員や受給要件、単価等の給付水準などあらゆる観点か

ら再検討すること。また、多額の不用額が生じているものについては、

要因分析し、十分に精査すること。 

ウ 補助金・負担金については、透明性確保の観点から、行政の責任分野や

経費負担のあり方、行政効果等を総合的に勘案し、これまで以上に内容

の精査を行い、現時点の必要性等を再検討することとし、他団体比較を

行うなど交付基準等の検討を加え、必要不可欠なものに限って見積もる

こと。

エ 施設管理事業については、使用料等収入の増や委託経費等の見直しを行

うなど更なる経費の削減に努めるものとする。また、車両管理事業につ

いては、委託化等の状況を踏まえ適正台数を精査し、光熱水費について

は、節電など削減に努めること。

オ 繰出金については、総務省基準に基づかない繰出しはもとより、基準内

であっても抜本的な見直しを行ってきたところであるが、厳しい財政状

況の中、当初予算の計上については、別途協議するものとする。

カ 債務負担行為については、将来にわたる財政負担になることから、その

必要性及び財源確保の見通しについて十分に精査すること。

キ 「泉佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標に掲げた施策

についての事業及び、地域ポイント「さのぽ」カードを活用する事業は、

別途協議により令和 8 年度予算に盛り込むものとする。

ク 各種行事・イベントについては、その必要性などを考慮し、計上するも

のについては改めて査定するものとする。

(2) 投資的経費

ア 原則として、枠事業及び継続事業のみとするが、国・府補助金等の財源

確保に最大限努め、その事業費については、必ず精査するとともに、事

業の必要性、緊急性等について、改めて検証すること。

イ 災害対策など緊急性の高い事業については、別途協議とする。

４.特別会計及び企業会計

一般会計に準じて編成するものとするが、財政健全化法の下では、連結決算

ということから、普通会計のみならず、特別会計や企業会計の経営状況を含め 

一体的に健全化の判断がなされることを鑑み、とりわけ特別会計においては、 

使用料・保険料など受益を受ける市民負担により運営されていることを念頭に、

事業運営方法などの抜本的な見直しを行い、収入の積極的な確保と徹底した経

費の削減により収支のバランスを図るとともに、特別会計繰出金について、基 

準内の経費についても圧縮するよう最大限の努力を払うこと。 

 また、企業会計については、独立採算を基本に経営の基盤強化に努めること。 
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令和８年度予算編成事務手続 

 

令和８年度予算編成は、「予算編成方針」、「予算編成要領」及び「泉佐野市予算規則」に

基づき行うものとするが、その具体の事務手続きについては下記事項に留意し、正確かつ

迅速に行い期限までに提出すること。 

 

１ 提出書類及び提出期限 

提出書類の内容、部数及び期限については、次のとおりとする。 

 

提 出 書 類 提出部数 提出期限 

１ 令和８年度当初予算経常経費調書兼理事者査定資料

（部内総括表） 

２ 令和８年度経常経費調書兼理事者査定資料 

当初予算要求総括表(システム) 

 事業別予算要求書（システム） 

  歳入・歳出予算内訳書（システム） 

事務事業評価シート 

委託料比較調書 

事業効果調書（新規事業のみ） 

３ 投資的事業実施計画書（新規も含む） 

４ 特別旅費調書（参考資料は必ず添付） 

５ 職員研修旅費調書（参考資料は必ず添付） 

６ 債務負担行為要求書 

７ その他(印刷作成する封筒、積算根拠となる資料等) 

１部 

 

１部 

１部 

１部 

各１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

２部 

１部 

２部 

11月 4日(火) 

 

11月 4日(火) 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

11月 4日(火) 

〃 

〃 

〃 

〃 

書類については、原則Ａ４サイズに統一するとともに必要最低限となるよう工夫する

こと。 

また、提出はダブルクリップ綴じとし、課ごとにまとめて提出すること。 

資料の綴り方は下記の要領で行うこと。 

 

【提出書類の綴り方】 

　(6)令和8年度予算要求書関係添付資料

　　　　　　　　（部内庶務担当課のみ）

　令和8年度経常経費調書兼理事者査定資料

　令和8年度当初予算経常経費調書兼理事者査定資料(部内総括表)

　(5)令和8年度事業効果調書（新規事業のみ）

　(4)令和8年度委託料比較調書

　(3)令和7年度行政評価　事務事業評価シート（令和6年度実績）

　(2)令和8年度歳入・歳出予算内訳書

　令和8年度当初予算要求総括表

　(1)令和8年度事業別予算要求書
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事業ごとに(1)～(6)をまとめて、当初予算要求総括表中の順番に並べること。 

なお、歳入予算内訳書は、予算科目順に並べて歳出とは別に提出すること。 

また、(6)のうち積算根拠となる資料等は原則としてデータ媒体により提出すること 

とし、ファイル名に必ず事業名称と予算費目名称を付け、何の資料か分かるように 

して提出すること。 

２ 予算経費の区分と予算科目 

（泉佐野市ガルーンへのアドレスは、

http://10.1.3.159/scripts/cbgrn/grn.exe/index?です。） 

(1) 事業別予算編成の導入に伴い、全ての予算は「経常経費」と「投資的経費」に区分

される。

経常経費・・・投資的経費以外の経費 

投資的経費・・資産の形成を伴うものまたはそれに係る補助金、車両購入、100

万円以上の備品購入など 

昨年度までに登録のある事業については、これらの区分に従って予算編成を行うこ

と。予算書の説明欄の記載を事業別予算とし、その内容がそのまま決算書にも移行

されることから、予算編成の最初の段階で事業名・細節名の設定は大切である。よ

って、新規に事業名・細節名を新設（変更を含む）する必要がある場合は、行財政

管理課と事前に協議すること。様式については、庁内文書用フォルダ内 行財政管

理課 の「科目新規登録申請書」を参照のこと。 

(2) 歳出予算にかかる節区分については、別紙１１「予算科目節区分表兼歳入・歳出予

算内訳書の算出根拠について」により、すべての経費を分類のうえ、計上すること。

【現行の予算科目体系】

歳入 会計・款・項・目 ・  節・細節

歳出 会計・款・項・目・事業・節・細節・細々節

歳入歳出ともそれぞれコード管理されている。 

３ 関係部課相互間の調整 

  予算が他の部課と関連のある場合は、充分連絡協議のうえ調整を図り、脱漏、重複

等のないよう配慮すること。 

(1) 物品調達のうち、印刷物等においては、別紙１２「物品等予算要求における積算に

ついて」の内容を踏まえ、必要に応じて契約検査課と協議すること。

(2) 旅費のうち、職員研修旅費については、人事課と協議すること。

(3) 自動車損害保険料、登録費、公課費については、総務課と協議すること。

(4) 需用費のうち公用車の検査経費については総務課と協議すること。

なお、燃料費については、契約検査課の単価表を参照すること。

４ 債務負担行為 

(1) 債務負担行為要求書は、現在債務負担行為中のもの及び令和８年度に新たに議決を

要するもの（変更を含む）について、議決年度別に別紙８「債務負担行為要求書」

を提出すること。

(2) 債務負担行為要求書については、例年、記載に不備が認められるので、庁内文書用

フォルダ内 行財政管理課 「R08予算編成関係様式一覧」の債務負担行為要求書の

記載例により正確に記載すること。

(3) 年賦買収や年次的に償還を要するものは償還表等を添付すること。
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５ 繰越明許について 

   繰越明許については、年度途中において、繰越することが確実となった時点で繰越

明許費要求書を提出すること。なお、通年では、１月中旬に該当事業についてヒアリ

ングを行い３月議会に上程予定であること。様式については、庁内文書用フォルダ内 

行財政管理課 の「繰越明許費要求書」を参照のこと。 

 

６ 予算要求書等作成上の留意事項について 

   本市の財政状況は、依然として、多額の公債費負担が続くことから、引き締めた財

政運営に取組んでいく必要があるため、令和８年度予算編成方針に忠実に従い、すべ

ての事業において、事業実施にかかる費用対効果の検討を推し進めるよう、下記の点

に留意すること。 

(1) 経常経費は財務会計システムへの入力により、予算要求書を作成すること。 

投資的経費については、別紙５「投資的事業実施計画書」を提出すること。財務会

計システムへの入力は行財政管理課で行うものであること。 

(2) 予算要求において、①現在までの経過及び現況の調査 ②当該経費の必要性、目的

の検討及び各市の状況把握 ③根拠法令や経費の積算根拠の分析等を行い、必要に

応じてその資料を要求書に添付すること。 

(3)契約については、一般競争入札を原則とし、随意契約についてはヒアリング時にそ

の合理的理由を聴取する場合があるので、準備しておくこと。 

(4) 予算執行で、令和７年度中に流用を行った事業は、次年度において流用の出ないよ

うに十分に精査すること。 

(5) 賃金については、令和２年度から給料または報酬となっているため使用できません。 

(6) 旅費については、人員、回数等の抑制に努め、業務上、必要不可欠な出張かどうか

を検討すること。要求にあたっては、普通旅費及び費用弁償に区分すること。特別

旅費（総会、大会、視察）については、出張の必要性を十分検討し、宿泊を伴う視

察研修等は、職員の随行等も含めて見直しを図り、「特別旅費調書」を提出すること。

職員研修旅費については、「職員研修旅費調書」を提出すること。職員研修旅費は人

事課において査定するものであること。事業に必要な経費であるか、職員の資質向

上によるものかによって特別旅費と職員研修旅費の区分をすること。なお、海外出

張に係る特別旅費については、「泉佐野市職員等の外国旅行の旅費の取扱いについ

て」（ガルーン：人事課）を参照し、日当等に誤りのない要求とすること。 

(7) 物件費については、単価契約を行なっているものは単価表を用い、算出基礎を明確

にすること。また、単価表の無いものは、契約検査課と協議のうえ、要求すること。 

(8) 需用費については、在庫管理を徹底のうえ、過去の決算額及び本年度執行状況を勘

案し、節約に努めること。要求にあたっては細々節により区分し計上すること。 

ア.文具等消耗品は在庫整理を優先し、使用の倹約を徹底するとともに、引き続き追

録図書、新聞などの定期刊行物等の必要性を十分検討し購入見送りなどの見直し

を行うこと。共用物品については、庁内文書用フォルダ内 会計課 の「共用物品

関係」を参照すること。 

イ.印刷製本費は、目的・効果等を再確認し廃止や印刷部数の削減を図ること。また、

要求にあたっては、年間使用量と在庫状況等が把握できる資料を添付すること。 

ウ.修繕料は、年間計画を立て優先順位を確認し、必要最小限かつ適正な要求とする

こと。 

エ.燃料費は、１０月１日現在の燃料単価表を用いて計上すること。 
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オ.光熱水費等月例的な経費については、種別ごとに少なくとも過去1年間（令和６

年１０月～令和７年９月）の実績がわかる資料を添付すること。泉佐野電力・ガ

スから供給を受ける施設の電気使用料・ガス使用料については、請求等通知額を

反映すること。また、泉佐野電力・ガス以外から供給を受ける電気使用料・ガス

使用料については、令和７年９月支払い（令和７年８月分）の単価を用いて計上

すること。 

   ※上下水道使用料について、予算要求は令和８年３・４月分から令和９年１・２月

分の１２か月分とすること。 

(9)役務費のうち、電話料については、積極的に防災行政無線の活用に努めることとし

光熱水費に準じ、過去１年間（令和６年１０月～令和７年９月）の実績がわかる資

料を添付すること。また、し尿汲取手数料については料金改定の確認を環境衛生課

へ行い、予算計上すること。浄化槽管理手数料並びに一般廃棄物運搬及び処理手数

料については、環境衛生課からの通知額を反映すること。なお、ごみ運搬手数料お

よび処分手数料については、各施設の収集運搬業者と協議を行い、実績等を踏まえ

た見積書等積算資料を添付すること。財務会計システムへの入力は、手数料の細々

節「一般廃棄物収集運搬手数料」及び「一般廃棄物処理手数料」を使用すること。

また、「ゆうパック」および「ゆうメール」については「運搬料」ではなく他の宅

配事務と同様に通信運搬費の細々節「郵便料」として処理するため、予算計上する

場合は注意すること。 

(10)委託料については、費用対効果の観点から、業務委託の範囲、内容等を前例踏襲

するのではなく業務の見直しを行い必要最小限の要求とすること。なお、海外出張

に要する経費について、本来特別旅費や手数料等で支出すべきところを委託料に含

めて要求しているケースがあるので、注意すること。 

(11)備品購入については、その購入目的や効果等を再確認し、原則として新規購入は

凍結するなどの検討を行うこと。 

(12)負担金のうち各種協議会負担金については、過去の整理を踏まえたものとするこ

と（総会資料等で、対象団体数、加入団体数、活動内容及び決算数値のわかる資料

を提出すること）。 

(13)歳入のうち、使用料及び手数料については、従前の単価に基づいて要求すること。 

(14)別紙１「令和８年度当初予算経常経費調書兼理事者査定資料（部内総括表）」につ

いては、令和８年度当初要求額に係る一般財源(B)全体の合計が目標額(D)全体の合

計の範囲内となるようにし、部内庶務担当課がとりまとめのうえ、政策監の決裁後

提出すること。 

 

７ 財務会計システム入力について 

(1) 「事業別予算要求書」の事業内容、前年度からの見直し点を必ず入力すること。

「前々年度」は令和６年度決算額、「前年度」は令和７年度決算見込額、「本年度」

は令和８年度当初要求額とすること。 

(2) 財務会計システムの入力は、経常経費について行い、投資的経費については「投資

的事業実施計画書」を作成すること。なお、別紙５「投資的事業実施計画書」の記

載例を参考にすること。 

(3) システム入力については、システム画面右上「ヘルプ」ボタンを活用し、入力漏れ

のないように必要な項目について正確に入力し、完了ボタンを必ず押すこと。 

なお、予算要求総括表の「特筆すべき事項」の各事業の入力項目については「予
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算の概要」の「事業内容」に反映されるため、事業内容や数値について必ず精査し

たうえで入力すること。 

(4) 歳入予算見積入力について、見積額入力時は、今回見積額が前年度の当初査定額と

なっている。必要に応じて要求内容を更新すること。

(5) 歳入予算見積入力にあたって、充当入力を行う必要がある場合は、充当入力画面を

選択し、充当先、金額に誤りがないように留意すること。特に、入力漏れや過充当

には十分注意すること。入力方法については、別紙１１「予算科目節区分表兼歳入

歳出予算内訳書の算出根拠について」を参照すること。

(6) 予算に関連して、条例、規則、要綱等の制定または改正を要するものについては、

事業別予算要求書の事業内容欄にその旨を入力すること。

(7) 歳出予算見積入力について、要求入力時は、今回要求額が０となっている。前年度

の当初査定額の積算根拠を参考に必要に応じて要求内容を更新すること。要求入力

の段階において、積算根拠入力画面の加算ボタンをチェック（予算書ボタンにはチ

ェック入れないこと）することで、その事業の要求額に反映されるので、加算忘れ

のないように十分確認すること。

(8) 歳入歳出の積算根拠内容の入力については、単に前年度と同額として要求するので

はなく、真に必要な事業経費を積算すること。なお、人件費や補助金など事業費が

前年度と同様の場合であっても、画面を開いて確認し、完了ボタンを押すこと。

例年、完了ボタン押し漏れが見られるので、十分確認すること。

８ 特別会計及び企業会計に関する事項 

前記の事項に準じ、厳正な予算編成を行うこと。 

９ 今後のスケジュールと査定担当 

令和７年11月 4日  投資的事業実施計画書 提出締切り 

  経常経費予算要求書 提出締切り 

令和７年11月中旬から随時  投資的事業ヒアリング並びに経常ヒアリング 

令和８年１月上旬    理事者査定 

 なお、ヒアリング担当者については、後日送付する「査定担当表」を参照し、日時

については各担当と調整すること。 
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令和８年度予算編成関係様式等一覧

【提出が必要な調書】

名　　　　　　　　　　称
庁内文書ﾌｫ
ﾙﾀﾞに掲載

1 予算要求総括表 システム

2 事業別予算要求書 システム

3 歳入予算内訳書 システム

4 歳出予算内訳書 システム

5 行政評価 事務事業評価シート（令和6年度実績） システム

6 経常経費調書兼理事者査定資料（部内総括表） 別紙 1 ○

7 経常経費調書兼理事者査定資料 別紙 2 ○

8 委託料比較調書 別紙 3 ○

9 事業効果調書（経常新規事業用） 別紙 4 ○

10 投資的事業実施計画書 別紙 5 ○

11 特別旅費調書 別紙 6 ○

12 職員研修旅費調書 別紙 7 ○

13 研修旅費調書資料 ○

14 債務負担行為要求書 別紙 8 ○

15 封筒等印刷物の内容調書 ○

【配布資料】

1 所属コード表 別紙 9 ○

2 款項目コード表 別紙 10 ○

3
予算科目節区分表兼歳入・歳出予算内訳書の算出根拠
について

別紙 11 ○

4 物品等予算要求における積算について 別紙 12 ○

5 適正な財務会計事務処理に向けて 別紙 13 ○
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0
0

5
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
,0

0
0

2
4
,0

0
0

0
2
4
,0

0
0

0

臨
時

1
0
,0

0
0

3
,0

0
0

7
,0

0
0

9
,0

0
0

2
,5

0
0

6
,5

0
0

0
0

0
△

 7
,0

0
0

0
0

全
体

8
5
,0

0
0

2
,0

0
0

8
3
,0

0
0

7
9
,5

0
0

1
,0

0
0

7
8
,5

0
0

7
9
,5

0
0

1
,0

0
0

7
8
,5

0
0

△
 4

,5
0
0

7
8
,0

0
0

5
0
0

経
常

8
0
,0

0
0

2
,0

0
0

7
8
,0

0
0

7
5
,0

0
0

1
,0

0
0

7
4
,0

0
0

7
9
,5

0
0

1
,0

0
0

7
8
,5

0
0

5
0
0

7
8
,0

0
0

5
0
0

臨
時

5
,0

0
0

0
5
,0

0
0

4
,5

0
0

0
4
,5

0
0

0
0

0
△

 5
,0

0
0

0
0

全
体

1
3
0
,0

0
0

0
1
3
0
,0

0
0

1
1
5
,5

0
0

0
1
1
5
,5

0
0

1
0
0
,0

0
0

0
1
0
0
,0

0
0

△
 3

0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

0

経
常

1
0
0
,0

0
0

0
1
0
0
,0

0
0

9
0
,0

0
0

0
9
0
,0

0
0

9
9
,0

0
0

0
9
9
,0

0
0

△
 1

,0
0
0

1
0
0
,0

0
0

△
 1

,0
0
0

臨
時

3
0
,0

0
0

0
3
0
,0

0
0

2
5
,5

0
0

0
2
5
,5

0
0

1
,0

0
0

0
1
,0

0
0

△
 2

9
,0

0
0

0
1
,0

0
0

全
体

4
1
7
,5

0
0

1
5
,0

0
0

4
0
2
,5

0
0

3
8
7
,5

0
0

1
2
,5

0
0

3
7
5
,0

0
0

3
4
2
,1

5
0

5
,0

0
0

3
3
7
,1

5
0

△
 6

5
,3

5
0

3
4
0
,5

0
0

△
 3

,3
5
0

経
常

3
4
8
,5

0
0

8
,0

0
0

3
4
0
,5

0
0

3
2
4
,5

0
0

6
,0

0
0

3
1
8
,5

0
0

3
3
4
,1

5
0

5
,0

0
0

3
2
9
,1

5
0

△
 1

1
,3

5
0

3
4
0
,5

0
0

△
 1

1
,3

5
0

臨
時

6
9
,0

0
0

7
,0

0
0

6
2
,0

0
0

6
3
,0

0
0

6
,5

0
0

5
6
,5

0
0

8
,0

0
0

0
8
,0

0
0

△
 5

4
,0

0
0

0
8
,0

0
0

●
課

別
に

経
費

が
増

額
と

な
っ

た
主

な
理

由

●
課

別
に

増
額

と
な

っ
た

経
費

を
削

減
す

る
た

め
の

方
策

（
課

名
・
事

業
名

と
方

策
を

記
入

）

●
削

減
に

よ
る

方
策

を
行

う
こ

と
に

よ
る

課
題

・
影

響
等

（
課

名
・
事

業
名

と
課

題
を

記
入

）

総
　

　
　

括
　

　
　

説
　

　
　

明
　

　

○
○

課

△
△

課

□
□

課

◇
◇

課

合
　

　
計

令
和
８
年
度
当
初
予
算

経
常
経
費
調
書
兼
理
事
者
査
定
資
料

部
内
総
括
表

R
7
年

度
当

初
予

算
額

R
7
年

度
決

算
見

込
額

R
8
年

度
当

初
要

求
額

備
考

所
管

課
名

【
一

般
財

源
】

R
8
要

求
-

R
7
予

算
（
C

)
【
目

標
額

】
目

標
額

と
要

求
額

と
の

差

記
載
例

担
当

所
管

課
の

政
策

監
に

て
総

括
し

て
く
だ

さ
い

。

≦
0と

す
る

。
※

（B
)一

般
財

源
は

（D
）

目
標

額
の

範
囲

内
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別
紙

２

（
単

位
：
千

円
）

事
業

費
特

定
財

源
一

般
財

源
事

業
費

特
定

財
源

一
般

財
源

事
業

費
特

定
財

源
一

般
財

源

(Ａ
)

（
Ｂ

）
（
C

）
＝

(B
)－

(Ａ
)

（
D

）
＝

(A
)経

常
×

1
.0

0
(B

)-
(D

)

全
体

1
6
,5

0
0

3
,0

0
0

1
3
,5

0
0

1
5
,8

0
0

3
,0

0
0

1
2
,8

0
0

1
4
,4

0
0

0
1
4
,4

0
0

9
0
0

1
0
,5

0
0

3
,9

0
0

経
常

1
0
,5

0
0

0
1
0
,5

0
0

9
,8

0
0

0
9
,8

0
0

9
,4

0
0

0
9
,4

0
0

△
1
,1

0
0

1
0
,5

0
0

△
1
,1

0
0

臨
時

6
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

6
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

5
,0

0
0

0
5
,0

0
0

2
,0

0
0

0
5
,0

0
0

全
体

3
9
,0

0
0

1
,0

0
0

3
8
,0

0
0

3
8
,0

0
0

1
,0

0
0

3
7
,0

0
0

2
1
,0

0
0

0
2
1
,0

0
0

△
1
7
,0

0
0

2
1
,0

0
0

0

経
常

2
1
,0

0
0

0
2
1
,0

0
0

2
0
,0

0
0

0
2
0
,0

0
0

1
9
,0

0
0

0
1
9
,0

0
0

△
2
,0

0
0

2
1
,0

0
0

△
2
,0

0
0

臨
時

1
8
,0

0
0

1
,0

0
0

1
7
,0

0
0

1
8
,0

0
0

1
,0

0
0

1
7
,0

0
0

2
,0

0
0

0
2
,0

0
0

△
1
5
,0

0
0

0
2
,0

0
0

全
体

1
0
0
,0

0
0

0
1
0
0
,0

0
0

9
8
,0

0
0

0
9
8
,0

0
0

9
4
,0

0
0

0
9
4
,0

0
0

△
6
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

△
6
,0

0
0

経
常

1
0
0
,0

0
0

0
1
0
0
,0

0
0

9
8
,0

0
0

0
9
8
,0

0
0

9
4
,0

0
0

0
9
4
,0

0
0

△
6
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

△
6
,0

0
0

臨
時

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

全
体

7
,0

0
0

0
7
,0

0
0

6
,7

0
0

0
6
,7

0
0

5
,2

5
0

0
5
,2

5
0

△
1
,7

5
0

7
,0

0
0

△
1
,7

5
0

経
常

7
,0

0
0

0
7
,0

0
0

6
,7

0
0

0
6
,7

0
0

5
,2

5
0

0
5
,2

5
0

△
1
,7

5
0

7
,0

0
0

△
1
,7

5
0

臨
時

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

全
体

1
6
2
,5

0
0

4
,0

0
0

1
5
8
,5

0
0

1
5
8
,5

0
0

4
,0

0
0

1
5
4
,5

0
0

1
3
4
,6

5
0

0
1
3
4
,6

5
0

△
2
3
,8

5
0

1
3
8
,5

0
0

△
3
,8

5
0

経
常

1
3
8
,5

0
0

0
1
3
8
,5

0
0

1
3
4
,5

0
0

0
1
3
4
,5

0
0

1
2
7
,6

5
0

0
1
2
7
,6

5
0

△
1
0
,8

5
0

1
3
8
,5

0
0

△
1
0
,8

5
0

臨
時

2
4
,0

0
0

4
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
4
,0

0
0

4
,0

0
0

2
0
,0

0
0

7
,0

0
0

0
7
,0

0
0

△
1
3
,0

0
0

0
7
,0

0
0

※
R

8
年

度
要

求
額

の
一

般
財

源
総

額
（
B

)は
、

目
標

額
（
D

)の
合

計
の

範
囲

内
と

す
る

。

令
和

8
年

度
経

常
経

費
調

書
兼

理
事

者
査

定
資

料

＜
　

　
＞

政
策

監
　

　
印

　
　

＜
　

　
＞

部
長

　
　

印
　

　
課

　
長

　
　

印
○

○
課

事
業

名
※

①
～

④
全

て
の

調
書

に
各

課
の

全
事

業
を

記
載

R
7
年

度
当

初
予

算
額

R
7
年

度
決

算
見

込
額

R
8
年

度
当

初
要

求
額

【
一

般
財

源
】

R
8
予

算
－

R
7
予

算

【
目

標
額

】
R

7
予

算
（
経

常
）
×

1
.0

0

目
標

額
と

要
求

額
と

の
差

（
C

）
の

要
因

に
つ

い
て

（
事

業
ご

と
に

増
減

理
由

を
記

載
す

る
こ

と
）

書
き

切
れ

な
い

場
合

は
、

別
紙

記
載

で
も

可

1
○

○
一

般
事

務
事

業
事

業
見

直
し

に
よ

る
減

△
1
,1

0
0

R
8
シ

ス
テ

ム
改

修
皆

増
5
,0

0
0

3
○

○
繰

出
金

事
業

事
業

見
直

し
に

よ
る

減
△

6
,0

0
0

2
○

○
運

営
事

業
報

償
費

見
直

し
に

よ
る

減
△

2
,0

0
0

R
7
計

画
書

印
刷

製
本

費
皆

減
△

7
,0

0
0
、

R
8
特

別
旅

費
2
,0

0
0
増

人
員

配
置

見
直

し
に

よ
る

減
△

1
,7

5
0

合
　

　
計

4
○

○
人

件
費

事
業

記
載
例

令
和

7
年

1
0
月

1
 日

付
け

決
算

見
込

み
照

会
の

回
答

数
値

を
参

照
す

る
こ

と

≦
0
と

す
る

。
※

（
B

)一
般

財
源

は
（
D

）
目

標
額

の
範

囲
内
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所
属
名

（
単
位
：
円
）

委
託
料

う
ち
人
件
費

委
託
料

う
ち
人
件
費

委
託
料

う
ち
人
件
費

委
託
料

う
ち
人
件
費

委
託
料

う
ち
人
件
費

0
0

仕
様
書

変
更

事
業
名

委
託
料
名

令
和
7
年
度
予
算

令
和
8
年
度
予
算

増
減

令
和
6
年
度
予
算

令
和
6
年
度
決
算

委
託
料
比
較
調
書

課
長

印
別
紙
３

仕
様
書
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
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　　　　　　　　　　　　　 課長　印

1 　所 属 名 ○○部　○○課

2 　予算科目 （款）　○○費　（項）　○○費　（目）　○○費　

3 　事 業 名 ○○○○事業

4 　期　　間 令和８年度～令和○年度

5 　目　　的

6 　概　　要

(1) 必要性

(2)
将来性
（今後の方向性）

7
　目　　標
（予想される効果）

令和８年度○○○千円
（主な内訳：需用費　○○千円、委託料　○○千円）
令和○年度○○○千円
（主な内訳：需用費　○○千円、委託料　○○千円）

【財源内訳】

令和８年度　国庫○○○千円、一般財源○○○千円
令和○年度　国庫○○○千円、一般財源○○○千円

9 　積算根拠

10 近隣団体の事例
堺市：　高石市：　泉大津市：　和泉市：　忠岡町：　岸和田市：
貝塚市：　熊取町：　田尻町：　泉南市：　阪南市：　岬町：

11 参考とした先行事例

8 　予算要求額

別紙３事業効果調書（経常新規事業用） 別紙４

-16-



　
　

〔記
　

載
　

例
〕

投
 資

 的
 事

 業
 実

 施
 計

 画
 書

款
0

8
項

0
2

目
0

3
0

7
0

4

0
1

0
0

1

国
府

※
事

業
完

了
年

度
ま

で
計

画
を

記
載

の
こ

と
。

(7
3
,1

2
5
)

(3
5
,0

0
0
)

(1
7
,5

0
0
)

別
紙

５

全
　

体
　

計
　

画
現

況
幅

員
　

　
3
.5

m
　

 ⇒
　

1
0
m

　
　

う
ち

当
該

年
度

事
業

内
容

課
名

7
5
%

（
単

位
：
千

円
）

8
0
,0

0
0

部
名

役
務

費
 

 鑑
定

料
2
0
件

 
 8

,0
0
0

消
耗

品
費

　
　

印
紙

代
 

 3
0
0

(1
5
,4

0
0
)

4
,2

4
2

3
2
,8

0
0

1
2
,5

0
0

1
/
4

計
画

年
度

　
○

年
度

～
○

年
度

　
計

　
5
5
6
,6

0
0
千

円

工
事

費
　

　
 L

=
5
9
3
m

　
　

　
W

=
1
0
m

　
　

7
0
,3

0
0
千

円
　

　
　

L
=
1
6
0
m

  
  

W
=
 1

0
m

用
地

費
 

 3
,5

8
3
㎡

　
　

　
　

3
1
0
,0

0
0
　

　
　

　
2
8
5
㎡

委
託

料
 

 測
量

及
び

明
示

 
 1

,0
0
0

国
庫

支
出

金
府

支
出

金

1
7
,2

0
0

5
,8

0
0

補
助

基
本

額

1
/
2

補
償

費
 

 物
件

1
6
件

 
 1

6
7
,0

0
0
　

　
　

　
1
件

(5
,2

2
5
)

道
路

公
園

課
　

　
　

　
印

都
市

整
備

部
 

　
印

補
助

率
備

考

事
業

区
分

事
業

分
類

整
理

番
号

所
属

区
分

府
主

管
課

名
道

　
路

　
課

交
通

の
円

滑
化

を
図

る
。

○
○

　
○

線
道

路
改

良
事

業
、

○
　

○
　

○
整

備
事

業
　

等

事
業

の
必

要
性

及
び

効
果

○
○

○
線

と
○

○
○

線
を

結
ぶ

本
路

線
は

、
交

通
量

が
多

く
、

現
員

を
拡

幅
す

る
こ

と
に

よ
り

、
渋

滞
を

解
消

し
、

事
業

名
称

計
画

部
門

区
分

査
定

区
分

実
施

計
画

上

実
施

計
画

年
度

財
源

内
訳

分
担

金
そ

の
他

一
般

財
源

地
方

債
府

貸
付

金

計

事
業

費

3
3
,1

4
2

9
1
,5

0
0

2
4
,4

0
0

事
業

内
容

工
事

費
 L

=
2
4
0
m

  
 3

4
,0

0
0
千

円
　

　
　

　
補

償
費

　
1
件

　
7
,0

0
0
千

円

2
2
2
,1

6
7

前
年

度
予

算
額

用
地

費
2
0
0
㎡

×
＠

9
7
,0

0
0
円

＝
1
9
,4

0
0
,0

0
0
円

役
務

費
（
鑑

定
）
 

 1
0
件

　
　

　
　

5
,0

0
0
,0

0
0
円

　
　

計
2
4
,4

0
0
,0

0
0
円

用
地

費
 

 2
8
5
㎡

 ×
　

＠
9
0
,0

0
0
円

　
＝

2
5
,6

5
0
,0

0
0
円

補
償

費
（
ﾋ
ﾞﾆ

ｰ
ﾙ

ﾊ
ｳ
ｽ
）
  

1
4
4
㎡

 ×
　

＠
1
3
,0

0
0
円

　
＝

　
1
,8

7
2
,0

0
0
円

用
地

費
3
0
0
㎡

×
＠

9
5
,0

0
0
円

＝
2
8
,5

0
0
,0

0
0
円

  
　

補
償

費
3
戸

×
＠

2
0
,0

0
0
,0

0
0
円

＝
6
0
,0

0
0
,0

0
0
円

役
務

費
（
鑑

定
）
 

 6
件

　
　

　
　

3
,0

0
0
,0

0
0
円

　
　

計
9
1
,5

0
0
,0

0
0
円

用
地

費
　

　
5
0
0
㎡

  
4
0
,0

0
0
千

円
　

　
　

　
委

託
料

　
4
件

　
2
,0

0
0
千

円

令
和

1
0

年
度

（
事

業
完

了
年

度
）

令
和

8
年

度

消
耗

品
費

（
印

紙
）
 

 2
0
,0

0
0
円

計
3
3
,1

4
2
,0

0
0
円

令
和

9
年

度

工
事

費
舗

装
 

 1
,6

0
0
㎡

 ×
　

＠
　

3
,5

0
0
円

　
＝

 5
,6

0
0
,0

0
0
円

1
0
8
,4

0
0

6
,0

0
0

4
6
,0

0
0

1
6
,4

0
0

4
5
,0

0
0

2
2
,5

0
0

2
0
,0

0
0

8
3
,0

0
0

4
0
,0

0
0

1
2
,0

0
0

4
,0

0
0

9
0
,0

0
0

1
/
2

府
費

：
○

○
補

助
金

国
費

：
○

○
交

付
金

（
○

○
省

）

5
4
,3

0
0

1
3
,4

6
7

1
/
4

2
0
,0

0
0
×

1
0
0
％

2
0
,0

0
0

2
4
,0

0
0

6
,4

0
0
×

1
0
0
％

6
,4

0
0

1
/
2

1
/
4

1
/
2

( 
　

 )
 決

算
額
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投資的事業実施計画書記載要領 

（1） 基本的事項

1. 対象事業の内容については、その意義や事業実施にかかる費用対効果を踏まえ、国府補助金の

動向や地元調整など関連する状況を把握し、事業推進にあたっての問題点を整理した上で、綿

密な事業計画（タイムスケジュール含む）を立て、提出すること。

（2） 一般的事項

1. 最終年度の事業計画まで計上すること。ただし、継続事業にあっては、その開始年度から完了

年度までの年次計画も本様式を用いて記載のうえ提出すること。

2. 1 件 100 万円以上の備品購入費については、本計画書で提出すること。但し、自動車について

は、金額に関わらず本計画書によること。

3. 説明に必要な資料（事業図面、設計書等積算根拠、タイムスケジュール）も添付すること。

4. ヒアリングは、11 月中旬ごろから予定しておりますので、各査定担当者との日程調整をよろ

しくお願いします。

（3） 個別事項

1. 款・項・目・所属区分 ⇒別添 款項目コード表によること。

2. 部名・課名 ⇒別添 所属コード表によること。

3. 実施計画上・整理番号・計画部門・事業・査定区分 ⇒記入不要

4. 事業分類区分 ⇒下記事業分類コード表によること。

0 一 般 0 新 規 

1 継 続 

0 一 般 0 普通建設 

1 災害関連 

0 単 独 

1 補 助 

2 受 託 

3 府営事業負担金 

5. 事業名称 ⇒予算から決算に至るまで統一して使用するため、充分調整の

うえ決定すること。

6. 事業の必要性及び効果 ⇒必ず記入のこと。

7. 府主管課名 ⇒必ず記入のこと。

8. 全体計画 ⇒全体の計画年度、事業量、事業費等を記入のこと。継続事業

は、前年度までの決算額も含めること。また、うち当該年度

分は、詳細説明書に記入する要領で事業量を記入のこと。

また、事業完了年度まで記入のこと。

9. 前年度予算額 ⇒（ ）書きで、決算見込額を付記すること。 

10. 事業内容 ⇒節区分ごとに記入のこと。

11. 財源内訳等 ⇒様々な制度を検討し、確実なものを計上すること。

○国・府補助金 ⇒補助基本額、補助率等記入洩れのないこと。

（定額補助の場合は「定額」と記入のこと） 

○地方債・府貸付金 ⇒対象経費、充当率等を記入のこと。

○分担金その他 ⇒納入者、納入根拠、積算方法を記入のこと。

12. 備考 ⇒工期（備品は、発注・納入時期）等を記入のこと。
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【総

会
、

大
会

、
視

察
等

】

行
　

　
先

日
帰

り
宿

泊
○

泊
○

日
人

員
金

　
額

負
担

金
行

　
　

先
日

帰
り

宿
泊

○
泊

○
日

人
員

金
額

負
担

金

人
円

円
人

円
円

【記
載

例
】

○
○

費
○

○
運

営
事

業
全

国
○

○
問

題
協

議
会

新
潟

市
○

1
泊

2
日

2
10

9,
00

0
4,

00
0

　
電

車
往

復
　

42
,5

00
円

(1
泊

2
日

）
(2

)
(1

09
,0

00
)

(4
,0

00
)

　
日

当
　

1,
00

0円
×

2
日

　
宿

泊
料

　
10

,0
00

円

　
合

計
　

54
,5

00
円

/
人

全
国

○
○

連
絡

会
東

京
・
霞

ヶ
関

○
1日

1
35

,7
00

1,
00

0

　
航

空
機

往
復

3
2
,2

0
0
円

（1
日

）
(1

)
(3

5,
70

0)
(1

,0
00

)

　
電

車
往

復
　

2
,5

00
円

　
日

当
　

1
,0

00
円

　
合

計
　

3
5,

70
0円

/人

14
4,

70
0

5,
00

0

14
4,

70
0

5,
00

0

課
　

　
名

　
　

印

目
件

名
及

び
主

催
者

前
　

　
年

　
　

度
　

　
実

　
　

施
　

　
内

　
　

容
本

　
　

年
　

　
度

　
　

実
　

　
施

　
　

内
　

　
容

事
業

名

令
和

8年
度

予
算

額
計

令
和

7年
度

予
算

額

令
和

7
年

度
実

績
額

（又
は

見
込

額
）

令
和

8年
度

　
　

特
　

別
　

旅
　

費
　

調
　

書
　

（各
 課

 予
 算

 分
）

別
紙

６

余
白

を
利

用
し

て
積

算
内

容
を

詳
し

く
記

入
す

る
こ

と
。

日
数

・
泊

数
、

人
員

、
金

額
、

負
担

金
の

と
こ

ろ
は

前
年

度
予

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

そ
の

下
に

実
績

額
又

は
見

込
額

を
カ

ッ
コ

書
き

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

日
帰

り
又

は
宿

泊
の

い
ず

れ
か

に
○

を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
宿

泊
の

場
合

は
泊

日
数

も
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

行
先

は
で

き
る

だ
け

詳
し

く
記

入
す

る
こ

と
。
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人
円

円
人

円
円

円

新
潟
市

○
1
泊
2
日

2
1
0
9
,0

0
0

4
,0

0
0

　
電
車
往
復
　
4
2
,5
0
0
円

(1
泊
2
日
）

(2
)

(1
0
9
,0

0
0
)

(4
,0

0
0
)

　
日
当
　
1
,0
0
0
円
×
2
日

　
宿
泊
料
　
1
0
,0
0
0
円

　
合
計
　
5
4
,5
0
0
円
/
人

東
京
・
霞
ヶ
関

○
1
日

1
3
5
,7

0
0

1
,0

0
0

　
航
空
機
往
復
3
2
,2
0
0
円

（
1
日
）

(1
)

(3
5
,7

0
0
)

(1
,0

0
0
)

　
電
車
往
復
　
2
,5
0
0
円

　
日
当
　
1
,0
0
0
円

　
合
計
　
3
5
,7
0
0
円
/
人

1
4
4
,7

0
0

5
,0

0
0

1
4
4
,7

0
0

5
,0

0
0

　
(注
）
本
調
書
を
提
出
の
際
は
、
必
ず
研
修
旅
費
調
書
資
料
も
添
付
し
て
下
さ
い
。

○
泊

○
日

人
員

金
　
額

負
担
金

参
加
対
象

者
等
説

明
日
帰
り

宿
泊

計
令
和

7
年
度
予
算
額

令
和

8
年
度
予
算
額

令
和

7
年
度
実
績
額
（
又
は
見
込
額
）

○
○
事
務
研
修

人
員

金
　
額

負
担
金

行
　
　
　
　
先

○
○
講
座

令
和

8
年
度
　
　
職
　
員
　
研
　
修
　
旅
　
費
　
調
　
書
　
（
人
事
課
予
算
分
）

課
　
　
名
　
　

　
　
印

件
名
及
び
主
催
者

前
　
　
年
　
　
度
　
　
実
　
　
施
　
　
内
　
　
容

本
　
　
年
　
　
度
　
　
実
　
　
施
　
　
内
　
　
容

査
定
額

行
　
　
　
　
先

日
帰

宿
泊

○
泊

○
日

別
紙
７

日
帰
又
は
宿
泊
の
い
ず
れ
か

に
○
を
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
宿
泊
の
場
合
は
泊
日

数
も
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

余
白
を
利
用
し
て
積
算
内

容
を
詳
し
く
記
入
す
る
こ

と
。

日
数
・泊

数
、
人
員
、
金
額
、
負
担

金
の
と
こ
ろ
は
前
年
度
予
算
額
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の

下
に
実
績
額
又
は
見
込
額
を
カ
ッ

コ
書
き
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

行
先
は
で
き
る
だ
け
詳
し

く
記
入
す
る
こ
と
。
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様
式

第
7号

(第
4条

関
係

）
別

紙
８

債
　

務
　

負
　

担
　

行
　

為
　

要
　

求
　

書
　

(記
　

載
　

例
）

部
名

○
○

部
印

　
　

課
名

○
○

課
印

令
和

8
年

度
当

初
・補

正

事
業

名
称

  
 ○

○
○

運
営

事
業

(単
位

：
千

円
）

一
般

期
間

金
額

国
庫

支
出

金
府

支
出

金
地

方
債

使
用

料
分

担
金

そ
の

他
財

源
令

和
8

年
度

○
○

○
業

務
委

託
料

～
6,

50
0

6,
50

0
（令

和
8

年
度

）
令

和
13

年
度

(積
算

根
拠

）
(参

考
）

初
め

て
予

算
要

求
を

行
う

と
き

に
見

積
り

を
し

た
額

全
体

事
業

費
7,

80
0

7,
80

0

委
託

料
　

：　
１

３
０

千
円

/月
（税

込
み

）
上

記
の

限
度

額
と

同
じ

額
。

全
体

事
業

費
　

：１
３

０
千

円
/月

×
６

０
ヶ

月
＝

７
,８

０
０

千
円

限
度

額
6,

50
0

継
続

の
場

合
、

「前
年

度
ま

で
の

支
払

額
」+

「本
年

度
額

」＋
「翌

年
度

以
降

の
額

」に
な

る
。

6,
50

0
令

和
8

年
度

予
算

額
　

：１
３

０
千

円
/月

×
１

０
ヶ

月
＝

１
,３

０
０

千
円

全
体

事
業

費
7,

80
0千

円
－

令
和

8
年

度
予

算
額

13
0千

円
/月

×
10

ヶ
月

＝
6,

50
0千

円

限
度

額
の

う
ち

限
度

額
　

：１
３

０
千

円
/月

×
５

０
ヶ

月
＝

６
,５

０
０

千
円

前
年

度
ま

で
の

0
新

規
の

と
き

は
、

０
表

示
。

0
支

払
額

限
度

額
の

う
ち

0
新

規
の

と
き

は
、

０
表

示
。

0
本

年
度

額
限

度
額

の
う

ち

翌
年

度
以

降
0

新
規

の
と

き
は

、
０

表
示

。
0

の
額

（令
和

9
年

4月
～

令
和

13
年

５
月

）

予
算

書
「第

2表
　

債
務

負
担

行
為

」の
事

項
欄

に
記

入
す

る
、

又
は

既
に

記
入

さ
れ

て
い

る
名

称

初
め

て
債

務
負

担
行

為
を

行
う

予
定

年
度

か
ら

最
終

年
度

を
書

く

全
体

事
業

費
か

ら
債

務
負

担
行

為
を

あ
げ

る
時

に
予

算
化

さ
れ

る
予

算
額

を
ひ

い
た

額

理
　

　
由

窓
口

業
務

の
5年

委
託

（令
和

8
年

6月
～

令
和

13
年

5
月

、
60

ヶ
月

）

（令
和

8
年

6月
～

令
和

9
年

3月
）

一
般

会
計

[ 
新

規
分

 ：
積

算
ベ

ー
ス

で
表

示
]

債
務

負
担

行
為

の
名

称
債

務
負

担
行

為
を

債
務

負
担

行
為

の
限

度
額

左
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

必
要

と
す

る
理

由
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別紙９

01 秘 書

02 政 策 推 進

03 行 財 政 管 理 01

04

28

01 総 務 29

02 人 事

03 契 約 検 査 30

04 税 務 31

06 市 民

14 議 会 01

01 環 境 衛 生

04 農 林 水 産 15 選 挙 01

05 ま ち の 活 性

16 監 査 01

01 生 活 福 祉 17 公 平 01

03 地 域 共 生 推 進

04 介 護 保 険 18 固 定 評 価 01

05 健 康 推 進

06 国 保 年 金 19 農業委員会 01

20 広 域 福 祉

21 こ ど も 01

01 都 市 計 画 16

02 建 築 住 宅

04 道 路 公 園 01

02

03

01 経 営 総 務

02 下 水 道 整 備 01

02

01 市長公室

10 会 計 01

所　属　コ　ー　ド　表　（令和8年度当初用）

部 課 部 課

会 計

11 教 育

教 育 総 務

（給食センター含む）

学 校 教 育

青 少 年

02 総 務

生 涯 学 習

（ 公 民 館 含 む ）

ス ポ ー ツ 推 進

文 化 財 保 護

06 健康福祉

公平委員会事務局

固定資産評価審査委員会

農業委員会事務局

議 会 事 務 局

04 生活産業

選挙管理委員会事務局

監 査 委 員 事 務 局

子 育 て 支 援

07 都市整備

こ ど も 家 庭 課

22 市 民 協 働
自 治 振 興

人 権 推 進

09 上下水道
23 成長戦略室

お も て な し

ふ る さ と 創 生

危 機 管 理

-22-



別
紙

１
０

⑥
農

林
水

産
業

費
⑩

教
育

費

(1
)

農
業

費
(1

)
教

育
総

務
費

①
議

会
費

③
民

生
費

1
農

業
委

員
会

費
1

教
育

委
員

会
費

(1
)

議
会

費
(1

)
社

会
福

祉
費

2
農

業
総

務
費

2
事

務
局

費

1
議

会
費

1
社

会
福

祉
総

務
費

3
農

業
振

興
費

3
人

権
教

育
推

進
費

2
老

人
福

祉
費

4
畜

産
業

費
(2

)
小

学
校

費

3
老

人
医

療
助

成
費

5
農

地
費

1
学

校
管

理
費

②
総

務
費

4
障

害
者

福
祉

費
(2

)
林

業
費

2
教

育
振

興
費

(1
)

総
務

管
理

費
5

国
民

年
金

費
1

林
業

振
興

費
3

学
校

給
食

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

費

1
一

般
管

理
費

6
社

会
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

費
(3

)
水

産
業

費
4

学
校

建
設

費

2
文

書
広

報
費

(2
)

児
童

福
祉

費
1

水
産

業
振

興
費

(3
)

中
学

校
費

3
財

政
管

理
費

1
児

童
福

祉
総

務
費

1
学

校
管

理
費

4
会

計
管

理
費

2
保

育
所

費
2

教
育

振
興

費

5
財

産
管

理
費

3
こ

ど
も

園
費

⑦
商

工
費

3
学

校
給

食
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

費

6
企

画
費

4
児

童
措

置
費

(1
)

商
工

費
4

学
校

建
設

費

7
公

平
委

員
会

費
5

ひ
と

り
親

家
庭

医
療

助
成

費
1

商
工

総
務

費
(4

)
幼

稚
園

費

8
恩

給
及

び
退

職
年

金
費

(3
)

生
活

保
護

費
2

商
工

業
振

興
費

1
幼

稚
園

費

9
自

治
振

興
費

1
生

活
保

護
総

務
費

3
観

光
費

(5
)

社
会

教
育

費

10
交

流
推

進
費

2
扶

助
費

1
社

会
教

育
総

務
費

11
人

権
推

進
費

(4
)

国
民

健
康

保
険

費
2

生
涯

学
習

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

費

12
市

民
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

費
1

国
民

健
康

保
険

費
⑧

土
木

費
3

図
書

館
費

13
交

通
安

全
対

策
費

(1
)

土
木

管
理

費
4

歴
史

館
費

14
諸

費
1

土
木

総
務

費
5

文
化

財
保

護
費

(2
)

徴
税

費
④

衛
生

費
(2

)
道

路
橋

り
ょ

う
費

6
青

少
年

対
策

費

1
税

務
総

務
費

(1
)

保
健

衛
生

費
1

道
路

橋
り

ょ
う

総
務

費
7

公
民

館
費

2
賦

課
徴

収
費

1
保

健
衛

生
総

務
費

2
道

路
維

持
費

(6
)

保
健

体
育

費

3
固

定
資

産
評

価
審

査
委

員
会

費
2

予
防

費
3

道
路

新
設

改
良

費
1

保
健

体
育

総
務

費

(3
)

戸
籍

住
民

基
本

台
帳

費
3

初
期

急
病

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

費
(3

)
河

川
海

岸
費

2
体

育
館

費

1
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費

4
保

健
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

費
1

河
川

総
務

費
3

市
営

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
費

2
旅

券
事

務
費

5
環

境
衛

生
費

2
河

川
改

良
費

3
住

居
表

示
整

備
費

6
環

境
対

策
費

(4
)

都
市

計
画

費

(4
)

選
挙

費
(2

)
清

掃
費

1
都

市
計

画
総

務
費

1
選

挙
管

理
委

員
会

費
1

清
掃

総
務

費
2

街
路

事
業

費
⑪

公
債

費

2
選

挙
啓

発
費

2
じ

ん
芥

処
理

費
3

公
共

下
水

道
費

(1
)

公
債

費

(5
)

統
計

調
査

費
3

美
化

保
全

費
4

公
園

費
1

元
金

1
統

計
調

査
総

務
費

(3
)

病
院

費
5

地
域

整
備

費
2

利
子

2
委

託
統

計
調

査
費

1
病

院
費

(5
)

住
宅

費

(6
)

監
査

委
員

費
1

住
宅

管
理

費

1
監

査
委

員
費

2
住

宅
建

設
費

⑫
諸

支
出

金

⑤
労

働
費

(1
)

基
金

費

(1
)

労
働

諸
費

1
財

政
調

整
基

金
費

1
労

働
諸

費
⑨

消
防

費
2

減
債

基
金

費

(1
)

消
防

費
3

公
共

施
設

整
備

等
基

金
費

1
常

備
消

防
費

2
非

常
備

消
防

費

3
災

害
対

策
費

⑬
予

備
費

4
消

防
施

設
費

(1
)

予
備

費

1
予

備
費

款
　

項
　

目
　

コ
 ー

　
ド

　
表

　
（
令

和
8
年

度
当

初
）
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予
算

科
目

節
区

分
表

兼
 

歳
入

・
歳

出
予

算
内

訳
書

の
算

出
根

拠
に

つ
い

て
 

（
全

般
的

な
入

力
に

つ
い

て
の

注
意

点
）
 

１
.数

字
の

入
力

に
つ

い
て

は
す

べ
て

半
角

の
大

き
さ

で
入

力
の

こ
と

。

2
.積

算
根

拠
の

計
算

式
は

答
え

ま
で

入
力

し
な

い
こ

と
。

例
え

ば
、

@
1,

0
0
0×

5
個

 

@
80

0
×

8
時

間
×

25
日

 
な

ど
と

計
算

式
の

み
入

力
す

る
こ

と
 

⇒
積

算
根

拠
入

力
欄

の
計

算
機

能
を

利
用

す
る

た
め

。

3
.積

算
根

拠
の

計
算

式
の

金
額

の
単

位
は

、
必

ず
「
円

」
単

位
で

入
力

の
こ

と
。

シ
ス

テ
ム

の
機

能
の

中
で

最
終

的
に

千
円

単
位

に
切

り
上

げ
、

切
り

下
げ

す
る

た
め

。

4
.積

算
根

拠
中

の
各

数
値

に
つ

い
て

は
、

３
桁

づ
つ

カ
ン

マ
を

付
す

こ
と

。

例
え

ば
 

10
0
0 

→
 

1
,0

0
0 

 
10

0
00

0
 

→
1
00

,0
00

 
 と

入
力

す
る

こ
と

。
 

5
.率

の
表

示
（
パ

ー
セ

ン
ト

の
表

示
）
に

つ
い

て
は

小
数

表
示

と
す

る
こ

と
。

例
え

ば
 

1
0％

 
→

 
0
.1

 

 
1％

 
→

 
0
.0

1
 

 
と

入
力

す
る

こ
と

。
 

6
.物

品
供

給
単

価
に

つ
い

て
は

、
令

和
8

年
度

の
単

価
に

置
き

換
え

る
こ

と
。

令
和

8
年

度
当

初
予

算
要

求
入

力
時

に
は

、
令

和
7

年
度

当
初

予
算

査
定

後
の

値
が

そ
の

ま
ま

移
行

さ
れ

て
い

る
の

で
単

価
も

そ
の

ま
ま

に
な

っ
て

い
る

た
め

。
 

（
歳

入
の

記
載

例
）
 

1
.市

税 個
人

、
法

人
、

固
定

資
産

税
、

軽
自

動
車

税
、

市
た

ば
こ

税
、

都
市

計
画

税
な

ど
 

調
定

見
込

額
 

3
,0

00
,0

00
×

0
.9

7
 

滞
納

繰
越

分
 

2
.地

方
譲

与
税

自
動

車
重

量
譲

与
税

、
地

方
揮

発
油

譲
与

税
、

航
空

機
燃

料
譲

与
税

な
ど

 

別
紙

１
１

 

3
.利

子
割

交
付

金

利
子

割
交

付
金

 

4
.配

当
割

交
付

金

配
当

割
交

付
金

 

5
.株

式
等

譲
渡

所
得

割
交

付
金

株
式

等
譲

渡
所

得
割

交
付

金
 

6
.法

人
事

業
税

交
付

金

法
人

事
業

税
交

付
金

 

7
.地

方
消

費
税

交
付

金

地
方

消
費

税
交

付
金

 

8
.ゴ

ル
フ

場
利

用
税

交
付

金

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
交

付
金

 

9
.自

動
車

取
得

税
交

付
金

自
動

車
取

得
税

交
付

金
 

1
0
.環

境
性

能
割

交
付

金

環
境

性
能

割
交

付
金

1
1
.地

方
特

例
交

付
金

地
方

特
例

交
付

金
、

特
別

交
付

金

1
2
.地

方
交

付
税

普
通

交
付

税
、

特
別

交
付

税

1
3
.交

通
安

全
対

策
特

別
交

付
金

交
通

安
全

対
策

特
別

交
付

金

1
4
.分

担
金

及
び

負
担

金

○
○

分
担

金
、

○
○

負
担

金
な

ど
（
積

算
根

拠
が

記
入

欄
に

入
ら

な
い

場
合

は
別

紙
も

可
。

）

1
5
.使

用
料

及
び

手
数

料

○
○

使
用

料
、

行
政

財
産

目
的

外
使

用
料

、
○

○
手

数
料

な
ど

住
宅

家
賃

使
用

料
 

4
00

戸

滞
納

繰
越

分
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1
6
.国

庫
支

出
金

 

 
 

 
○

○
負

担
金

、
○

○
補

助
金

、
○

○
委

託
金

な
ど

（
積

算
根

拠
が

記
入

欄
に

入
ら

な
い

場
合

は
、

 
 

 

別
紙

で
も

可
。

）
 

 
 

 
基

準
額

 
10

,0
00

×
1/

2 
 

 

 1
7
.府

支
出

金
 

 
 

 
○

○
負

担
金

、
○

○
補

助
金

、
○

○
委

託
金

な
ど

（
積

算
根

拠
が

記
入

欄
に

入
ら

な
い

場
合

は
、

 
 

 

別
紙

で
も

可
。

）
 

 
 

 
基

準
額

 
10

,0
00

×
1/

2 

 1
8
.財

産
収

入
 

 
 

 
○

○
基

金
利

子
収

入
な

ど
 

 
 

 
○

○
基

金
積

立
金

預
金

利
子

 
＠

10
,0

00
×

0
.1

×
3
65

/
36

5
＝

1
,0

0
0

円
 

 1
9
.寄

附
金

 

 
 

 
○

○
一

般
寄

附
、

開
発

者
負

担
金

な
ど

 

 2
0
.繰

入
金

 

 
 

 
○

○
基

金
繰

入
金

な
ど

 

 2
1
.諸

収
入

 

 
 

 
貸

付
金

元
利

収
入

、
収

益
事

業
収

入
、

雑
入

な
ど

（雑
入

の
名

称
は

具
体

的
に

記
入

の
こ

と
。

） 

 
 

 
雑

入
の

統
一

項
目

（
光

熱
水

費
実

費
、

公
衆

電
話

・
私

用
電

話
等

、
自

動
販

売
機

実
費

、
図

書
 

 
 

 
販

売
、

コ
ピ

ー
代

、
資

料
代

等
実

費
、

研
修

等
参

加
個

人
負

担
、

駐
車

場
料

金
な

ど
。

） 

 2
2
.市

債
 

 
 

 
○

○
事

業
債

な
ど

 

 2
3
.繰

越
金

 

 
 

 
前

年
度

繰
越

金
 

  

 

（
歳

出
の

記
載

例
）
 

 1
.報

酬
 

 
 

 
議

員
報

酬
、

嘱
託

員
報

酬
、

会
計

年
度

任
用

職
員

報
酬

な
ど

 

 
 

 
○

○
委

員
会

委
員

報
酬

 
＠

○
○

×
5

人
 

 2
.給

料
 

 
 

 
特

別
職

給
、

一
般

職
給

な
ど

 

 

3
.職

員
手

当
等

 

 
 

 
期

末
手

当
、

勤
勉

手
当

、
地

域
手

当
、

扶
養

手
当

、
時

間
外

勤
務

手
当

な
ど

 

 4
.共

済
費

 

 
 

 
職

員
共

済
組

合
負

担
金

、
職

員
健

康
保

険
料

な
ど

 

 5
.災

害
補

償
費

 

 
 

 
公

傷
病

賞
じ

ゅ
つ

金
な

ど
 

 6
.恩

給
及

び
退

職
年

金
 

 
 

 
退

隠
料

及
び

扶
助

料
 

退
隠

料
（1

人
）1

0
0,

0
0
0

円
 

 7
.報

償
費

 

 
 

 
講

師
謝

金
、

謝
礼

記
念

品
、

報
償

金
、

謝
礼

金
 

 
 

 
○

○
謝

金
 

＠
5
,0

00
×

2
0

回
×

1
人

 

 8
.旅

費
 

 
 

 
普

通
旅

費
、

特
別

旅
費

、
費

用
弁

償
、

研
修

旅
費

な
ど

 

 
 

 
普

通
旅

費
 

府
庁

出
張

 
＠

○
○

×
2

人
×

1
2

ヶ
月

 

 
 

 
特

別
旅

費
 

東
京

出
張

 
＠

○
○

×
1

人
 

 9
.交

際
費

 

 
 

 
議

会
交

際
費

、
市

交
際

費
、

委
員

会
交

際
費

、
署

交
際

費
、

教
育

委
員

会
交

際
費

な
ど

 

 1
0
.需

用
費

 

 
 

 
消

耗
品

費
 

文
具

費
、

用
紙

代
、

追
録

代
、

記
念

品
、

教
材

費
、

消
耗

器
材

費
な

ど
 

 
 

 
燃

料
費

 
 

ガ
ソ

リ
ン

代
 

＠
○

○
×

10
0

㍑
×

12
ヶ

月
 

 
 

 
食

糧
費

 
 

○
○

用
食

糧
費

な
ど

 

 
 

 
印

刷
製

本
費

 
諸

用
紙

印
刷

費
、

現
像

焼
付

け
代

な
ど

 

 
 

 
現

像
焼

付
け

代
 

＠
12

,0
0
0×

12
ヶ

月
 

 
 

 
光

熱
水

費
 

電
気

使
用

料
、

ガ
ス

使
用

料
、

上
下

水
道

使
用

料
な

ど
 

 
 

 
電

気
使

用
料

 
＠

5,
00

0×
1
2

ヶ
月

 

 
 

 
修

繕
料

 
 

○
○

修
理

代
 

＠
10

,0
00

×
2

回
 

 
 

 
医

薬
材

料
費

 
救

急
医

薬
品

費
、

医
療

用
医

薬
品

費
な

ど
 

 1
1
.役

務
費

 

 
 

 
通

信
運

搬
費

 
運

搬
料

、
電

話
料

、
郵

便
料

な
ど

 

 
 

 
郵

便
料

 
＠

○
○

×
1
00

件
×

1
2

ヶ
月

 

 
 

 
広

告
料

 
 

○
○

広
告

料
 

 
 

 
手

数
料

 
土

地
鑑

定
料

、
し

尿
汲

取
料

な
ど

 

 
 

 
保

険
料

 
 

○
○

保
険

料
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1
2
.委

託
料

 

 
 

 
○

○
業

務
委

託
料

 
＠

6
0
,0

0
0
×

1
.1

×
12

ヶ
月

 

 1
3
.使

用
料

及
び

賃
借

料
 

土
地

借
上

料
、

寝
具

借
上

料
、

自
動

車
借

上
料

、
コ

ピ
ー

機
借

上
料

、
テ

レ
ビ

受
信

料
、

有
料

路

使
用

料
な

ど
 

有
料

道
路

使
用

料
 

＠
（
○

○
+
△

△
）×

10
回

 

 1
4
.工

事
請

負
費

 

 
 

 
○

○
工

事
費

 

 1
5
.原

材
料

費
 

 
 

 
資

材
費

 

 1
6
.公

有
財

産
購

入
費

 

 
 

 
○

○
事

業
用

地
買

収
費

（公
社

買
戻

）2
筆

 
1,

00
0
,0

0
0

円
 

（Ｓ
＝

20
0

㎡
） 

 1
7
.備

品
購

入
費

 

 
 

 
庁

用
器

具
費

、
機

械
器

具
費

、
教

材
備

品
、

車
両

購
入

費
、

図
書

費
、

初
度

備
品

な
ど

 

 1
8
.負

担
金

補
助

及
び

交
付

金
 

 
 

 
○

○
負

担
金

、
○

○
補

助
金

、
○

○
交

付
金

な
ど

 

 1
9
.扶

助
費

 

 
 

 
○

○
費

助
成

、
○

○
給

付
費

、
○

○
手

当
な

ど
 

 
 

 
○

○
助

成
 

＠
3
,0

00
×

1
0
0

件
 

 2
0
.貸

付
金

 

 
 

 
○

○
貸

付
金

 

 2
1
.補

償
補

填
及

び
賠

償
金

 

 
 

 
○

○
事

業
物

件
移

転
補

償
費

（
2

件
）
、

事
故

賠
償

金
 

 2
2
.償

還
金

利
子

及
び

割
引

料
 

 
 

 
償

還
金

、
利

子
及

び
割

引
料

還
付

加
算

金
な

ど
 

 2
3
.投

資
及

び
出

資
金

 

 
 

 
出

捐
金

、
他

会
計

出
資

金
な

ど
 

 2
4
.積

立
金

 

 
 

 
○

○
基

金
積

立
金

預
金

利
子

 
＠

5,
0
0
0,

0
0
0×

0.
1
×

3
6
5/

3
65

 

  

2
5
.寄

附
金

 

 
 

 
寄

附
金

、
被

災
地

見
舞

金
な

ど
 

 2
6
.公

課
費

 

 
 

 
自

動
車

重
量

税
な

ど
 

 2
7
.繰

出
金

 

 
 

 
○

○
特

別
会

計
繰

出
金

な
ど

 

 【
財

源
充

当
入

力
に

あ
た

っ
て

の
注

意
点

】
 

・
歳

入
に

は
特

定
財

源
と

一
般

財
源

と
が

あ
り

、
こ

こ
で

い
う

財
源

と
は

特
定

財
源

を
さ

す
も

の
で

す
。

 

 

○
特

定
財

源
 

→
国

庫
支

出
金

、
府

支
出

金
、

分
担

金
、

負
担

金
、

使
用

料
（
行

政
財

産
目

的
外

使

用
料

、
電

柱
・電

線
・
地

下
埋

設
物

使
用

料
な

ど
除

く
）
、

手
数

料
な

ど
 

○
一

般
財

源
 

→
市

税
、

譲
与

税
、

交
付

金
関

係
、

使
用

料
（
行

政
財

産
目

的
外

使
用

料
、

電
柱

・

電
線

・地
下

埋
設

物
使

用
料

な
ど

）
、

財
産

売
払

収
入

な
ど

 

 

（
例

）
あ

る
事

業
費

1
,0

00
千

円
に

国
庫

支
出

金
5
00

千
円

と
府

支
出

金
2
00

千
円

が
あ

る
場

合
 

 

 
事

業
費

 
国

 
府

 
そ

の
他

 
一

財
 

○
○

○
事

業
 

1
,0

0
0
 

5
0
0 

2
0
0 

0
 

30
0
 

↑
 

（
財

源
充

当
入

力
を

す
る

） 

 

・
歳

入
予

算
見

積
入

力
に

つ
い

て
は

、
特

定
財

源
・
一

般
財

源
と

も
入

力
し

て
い

た
だ

き
ま

す
が

、
財

源
充

当
入

力
に

つ
い

て
は

、
特

定
財

源
し

か
入

力
で

き
な

く
な

っ
て

い
ま

す
の

で
、

注
意

し
て

下
さ

い
。

 

 

ま
た

、
一

部
の

事
業

に
お

い
て

は
、

歳
入

が
歳

出
を

上
回

る
ケ

ー
ス

が
あ

り
ま

す
が

、
こ

の
場

合
、

一
般

財
源

が
△

に
な

っ
て

も
結

構
で

す
の

で
、

必
ず

充
当

す
る

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。
 

   

-26-



物品等予算要求における積算について 

【積算根拠】 

（１） 消耗品関係・・・下記のとおり積算してください。

① 文 具 品  概ね、定価の８０％（税込） 

② ＯＡ関係 概ね、定価の９０％＋消費税 

③ そ の 他  概ね、定価の８０％＋消費税 

（２） 備品

参考見積もりをとるようにしてください。 

（３） 燃料

  令和７年１０月１日現在の価格（単価）で積算してください。 

※単価一覧については、庁内文書用フォルダ内の 契約検査課 に掲載しますの

で参照してください。 

（４） 単価契約物品

令和７年度物品供給単価契約一覧表の価格（単価）で積算してください。

※単価一覧については、庁内文書用フォルダ内の 契約検査課 の中にあります

ので参照してください。 

（５） 印刷物

令和７年８月２６日付け泉佐総契第１７６号にて契約検査課から依頼した

とおり。 

※仕様変更がない場合について、予算要求額の積算方法は昨年度より変更ご

ざいません。 

① 直近の見積り合わせにおいて見積り参加業者数が２者以上の場合

→ 最低落札額の２番目から４番目の平均価格

② 直近の見積り合わせにおいて見積り参加業者数が 1者の場合

→ 直近の落札価格と概ね同額

※過去に契約検査課で見積合わせを行った案件については、庁内文書用フォル

ダ内の 契約検査課 の中にありますので参照してください。 
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別紙１３ 

適正な財務会計事務処理に向けて 

平成１４年度に財務会計システムを導入し、財務処理全般が効率化しましたが、一方でシステ

ムへの入力誤りなどにより、適正な会計処理ができずに訂正が必要な事例が見受けられます。

よく見受けられる事例を下記に示すとともに、事務処理に関しての取扱い留意点等を予算規則

関係については行財政管理課、会計規則関係については会計課、契約規則関係については契約検

査課、それぞれのガルーンに掲載していますので、関係各課の財務会計事務担当者は、十分周知

徹底をお願いします。 

１．よく見受けられる不適正な事例 

・ 会計処理日、負担行為日、年度の間違い

・ 請求書の日付と会計処理日の関係不一致

・ 請求書の振込先以外のところへの振込み

・ 訂正箇所への訂正印もれ

・ 確認書の添付もれ

・ 差引事業又は科目誤り（パートタイム会計年度任用職員の旅費は費用弁償、コピー機

リースは使用料及び賃借料など）

・非登録業者での安易な購入

・印刷発注や５万円以上の消耗品・備品を契約検査課に依頼していない

・年度末の一括購入、安易なまとめ買い

・立替払い など 

２．ガルーンに掲載している事務処理等の通知文の整理 

① 予算規則関係（支出負担行為を含む）・・・行財政管理課

ア． 予算事務取扱の手引・・・財政とは、を体系的に説明したもの

イ． 会計事務取扱手引きのうち支出負担行為・・・支出負担行為とは、を説明したもの（財

務審査と合議の流れの説明を含む） 

ウ． 負担行為一覧表（詳細）・・・会計規則第２５条に規定される支出負担行為の区分表（別

表第３）の抜粋（支出負担行為のパターンを表にしたもの） 

エ． 会計規則第２５条に定める市長が別に定める支出負担行為・・・財務審査を省略でき

る事業 

オ． その他（科目新規登録申請書 等）

② 会計規則関係・・・会計課

ア． 会計課支払日一覧表・・・毎月の 8,18,28 日の支払日など

イ． 財務処理における事務取扱留意点・・・履行確認書の添付書類等の注意事項

ウ． 出納整理期間の起票日等の取扱いについて・・・支出命令書等の起票日など

エ． その他（源泉所得税 等）

③ 契約規則関係・・・契約検査課

ア． 委託契約事務決裁規程の運用・・・委託契約事務の流れについて説明

イ． 入札参加資格登録業者名簿（物品・役務）

ウ． その他（仕様書記入例／燃料単価／予算要求用印刷見積書 等）
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